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研究論文校閲支援経費（大学院生）募集要項 

 

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 

学 長 裁 定 

改正 平成 28 年６月１日 

改正 平成 29年１月 18日 

改正 平成 29年９月 20日 

改正 令和元年 12月 18日 

改正 令和２年 12月 18日 

改正 令和３年 12月 17日 

 

（目的） 

第１ 本制度は，本学の大学院生が，英語等の外国語による研究論文を査読付き国際ジャー

ナルなどの学術雑誌等へ投稿する際必要となる経費又は，国際学会等において，英語等の

外国語による論文口頭発表や論文ポスター発表をする際に必要となる経費を支援するこ

とを目的とする。 

 

（助成内容） 

第２ 助成金額は，下記のとおりとする。 

英語等の外国語で書かれた研究論文又は論文口頭発表等の原稿についての校閲経費。 

15万円を上限とする。 

 

（申請者の資格） 

第３ 本制度の申請者は，次の条件を全て満たしている者とする。 

一 本学の大学院博士後期課程に在学する者 

二 助成を受けようとする年度において，すでにこの制度に基づく助成を受けていない者 

三 一橋大学の実施する研究倫理教育を修了している者 

 

（申請条件） 

第４ 本制度の助成を受ける論文は，次の条件を全て満たすものとする。 

一 原則として、助成を受ける年度の１月末日までに完成し，当該年度中に学術雑誌等へ投

稿する予定の研究論文であること。又は，原則として、当該年度中に開催される国際学会

等の論文口頭発表等の原稿であること。 

二 他の経費において，本助成と同様の支援を受けていないこと。 

三 共著による場合は，主たる執筆者が第３（申請者の資格）の該当者であること。従たる

執筆者についてはこの限りではない。 

四 論文口頭発表等の場合は，発表した内容について，査読付き国際ジャーナルなどの学術

雑誌等へ投稿すること。 

五 既に実施した校閲に対しての助成の申請は，受け付けない。 
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（申請手続き） 

第５ 研究論文を学術雑誌等へ投稿するためにこの経費の助成を申請する者は，（様式１）

「研究論文校閲支援経費（大学院生）助成申請書」を作成し，研究論文の写し及び見積書，

研究論文の投稿を予定する学術雑誌等の投稿規程を添付し，指導教員の許可を得た上で，

部局長を経由して学長に提出すること。 

２ 国際学会等で論文口頭発表等を行うためにこの経費の助成を申請する者は，（様式３）

「研究論文（国際学会等発表）校閲支援経費（大学院生）助成申請書」を作成し，発表す

る原稿の写し及び見積書，国際学会のプログラム等を添付し，指導教員の許可を得た上で，

部局長を経由して学長に提出すること。 

原則として，申請の最終期限は１月末日とする。 

 

（助成の決定） 

第６ 本制度にかかる助成の決定は，研究機構が行う。 

２ 審査結果は，書面により申請者に通知する。 

 

（助成金受給後の義務） 

第７ 論文には本助成金の交付を受けたことを必ず記載し、Acknowledgement（謝辞）に

以下（※）を含めること。 

２ （様式１）を提出した者は，（様式２）「研究論文校閲支援経費（大学院生）実績報告書」

に本助成金を受給し投稿した研究論文が掲載された学術雑誌等の写し（表紙，目次，本文）

及び投稿を証明する書類の写しを添えて，部局長を経由して１か月以内に学長に提出す

るとともに，一橋大学機関リポジトリに登録するものとする。 

３ （様式３）を提出した者は，（様式４）「研究論文（国際学会等発表）校閲支援経費（大

学院生）実績報告書」を作成の上，部局長を経由して国際学会開催後１か月以内に学長に

提出すること。 

 

（事務） 

第８ 本制度に関する事務は，関係部局等の協力を得て，総務部研究・社会連携課が行う。 

 

 

（※） 

【英文】：This work was supported by Fee Assistance Program for Academic Reviewing 

of Research Papers (Doctoral Students).  

【和文】：本研究は研究論文校閲支援経費（大学院生）の助成を受けたものです。  

 

 


